
ガイドの値

3.77

0.5714.18

3.40

2.00

サステナビリティ情報開示分析
（開示項目別）

EY新日本有限責任監査法人

2025年12月期 有価証券報告書

2026年5月



Contents

1. 選定基準 P  3

2. サステナビリティ全般 P   6

3. 気候変動 P  2 2

4. 人的資本 P  3 1

5. その他（人権等） P  4 0

6. 望ましい開示に向けた取組み P  5 4



1. 選定基準
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対象企業

2025年12月末日時点の時価総額が5千億円以上であった2025年12月決算の東証プライム市場上場企業

40社の有価証券報告書を対象としました。

選定基準

（好事例分析の選定基準）

有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」における全般、気候変動、人的資本、その他のサ

ステナビリティ情報の開示を、次ページ以降に示す金融庁「記述情報の開示の好事例集」の考え方等を基に、

経営戦略との関連性の有無、図解等を用い分かりやすい開示となっているか、定量的な情報が含まれているか、

開示情報に深度や意味があるか、企業の状況を踏まえた開示となっているか等の視点に加え、今後SSBJ基準

の適用を見据える企業にも参考になるポイントを含む段階的な開示の拡充の工夫が見られるか等、さまざまな

視点から検討し、参考事例として選定しました。

なお、選定にあたっては、あくまで有価証券報告書上の記載に基づき判断しており、他の任意書類を参照してい

る場合には、参照先の開示については今回の好事例選定の対象外としています。

（キリンホールディングス株式会社について）

キリンホールディングスは、2025年12月期有価証券報告書においてSSBJ基準に準拠して作成した旨を表明さ

れています。本資料は、これをSSBJ基準に照らし十分または適切かについては評価したものではありません。

好事例分析の対象企業と選定基準
1. 選定基準

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人
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略称

有報 有価証券報告書 GRIスタンダード
グローバル・レポーティング・イニシアティブ基準

（Global Reporting Initiative Standards）

TCFD
気候関連財務情報開示タスクフォース

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）
SASBスタンダード

サステナビリティ会計基準審議会基準

（Sustainability Accounting Standards Board Standards）

TNFD
自然関連財務情報開示タスクフォース

(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)
CSRD

企業サステナビリティ報告指令

（Corporate Sustainability Reporting Directive（EU指令））

IIRC
国際統合報告評議会

(International Integrated Reporting Council)
ESRS

欧州サステナビリティ報告基準

（European Sustainability Reporting Standards）

KPI
主要なパフォーマンス指標

(Key performance indicators)
GHGプロトコル

温室効果ガス・プロトコル

（Greenhouse Gas Protocol）

SSBJ サステナビリティ基準委員会

ISSB
国際サステナビリティ基準審議会

（International Sustainability Standards Board）

1. 選定基準

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 1/4

サステナビリティ全般における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ ガバナンスにおいては、執行側の記載だけではなく監督側についても記載することが重要。監督側の記
載としては、取締役会が経営陣をどのように監督しているかについて記載することが有用。具体的には取
締役会がサステナビリティ戦略をモニタリングするスキルを有しているか否かの記載や、監督機関への報
告頻度、報告内容に加え、報酬制度を通じた経営者の評価について記載することが挙げられる。執行側
の記載としては、委員会等の位置付けや責任者、構成員に加え、議論の頻度や内容、サステナビリティ
関連のリスクと機会の優先順位付けの方針について記載することが挙げられる。

◼ サステナビリティは、ESGのEやSの取組みの延長ではなく、中長期的な将来キャッシュ・フローに影響を

与えるリスクと機会に関する概念であることを理解した上で、戦略のセクションでは、企業理念や経営戦
略にサステナビリティ戦略がどのように関わるかを開示することが有用。

◼ サステナビリティ関連のリスクと機会を識別するためのプロセスについて開示することは有用。加えて
SASBスタンダードを参照したと記載することはより有用。

◼ リスク管理では、サステナビリティ関連のリスクだけではなく、機会についても記載することが必要。具体
的には、サステナビリティ関連のリスクと機会をどのように識別・評価し、優先順位を付けているのかにつ
いて開示することが挙げられる。

◼ 指標には比較可能な指標と独自指標があるが、なぜその指標を選定したか開示することが有用であり、
独自指標の場合には、指標の定義を開示することが有用。

◼ 指標及び目標では、指標と目標に加えて、目標に対する実績、実績に対する評価及び目標の達成時期
について記載することが有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年11月8日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241108/05.pdf
（2026年5月13日アクセス）

2. サステナビリティ全般

http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108/05.pdf
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 2/4

サステナビリティ全般における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 有報と任意開示との役割分担を整理し、重複回避と深掘りを両立することは有用。具体的には、有報で
は投資家の意思決定に必要な要点をSSBJ準拠で集約する一方、詳細情報は統合報告書等に誘導する
ことなども有用。

◼ 有報は前年度の統合報告書の焼き直しではなく、当年度の経営判断や指標を開示する媒体であるべき。
また、投資家は有報に最新情報を求めているため、速報値であっても、有報提出時点での情報を、見積
りや推計を含めた算定方法などを説明しつつ、積極的に開示することが望まれる。

◼ 将来情報や見積りの開示に伴う虚偽記載リスクを低減するため、開示プロセスを適切に整備することや
第三者のチェックを経ることが重要。適切な手続きを踏んだ上で、不確実性のある情報も積極的に開示
する姿勢が望まれる。

◼ 開示プロセスを整備し、開示情報の合理性と算定方法の検証を早期から開始できるように工夫すること
は有用。例えば、SSBJ基準等の開示基準の要求事項のうち、定性情報や将来予測情報など期末前に

検証可能な項目を特定することや、定量情報について見積りや推計を含めた算定方法を検討するなど、
従来の方法にとらわれずに、開示情報を早期に整えられるように工夫することを積極的に検討していくこ
とは有用。

◼ 多様な投資家が理解しやすい構成と粒度の開示にすることは、投資家の分析や評価に活用されやすくな
り、企業価値向上に直結する情報を明確に示すことにつながるため有用。

◼ AI等を利用した分析手法の広がりに対応できるように、図表だけでなくテキストでも記載し、機械可読性

と分析可能性を高めることは、投資家やアナリストによる企業間比較やスコアリングに生かしやすくなるた
め有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

2. サステナビリティ全般

http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 3/4

サステナビリティ全般における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 「マテリアリティ」の概念として、SSBJ/ISSB基準が定義する「重要性（materiality）」※とTCFDや
CSRDにおけるマテリアリティ（＝重要課題）では意味合いが異なる点に留意が必要。今後、SSBJ/ISSB
基準に準拠した開示を行うにあたっては、SSBJ/ISSB基準の定義に沿った開示が必要となるが、
SSBJ/ISSB基準への準拠が求められていない企業においても、有価証券報告書上は、「マテリアリティ」
をSSBJ/ISSB基準の定義に沿って財務的な重要性のある情報として開示することが望ましい。

◼ GRIなどの二軸モデル（社会影響×企業影響）は投資家向け開示に有用とは限らない。投資家を主要な

利用者と明確に認識し、企業価値やキャッシュ・フローへの影響を投資家が判断できるように、企業価値
に影響のある重要な情報を開示することが求められる。

◼ 財務情報と非財務情報のつながりについて可視化を進めていくにあたり、まずは企業価値向上にどのよ
うにつながっていくのかについて仮説を立てることから始めることが重要。その上で、企業文化を変えるな
どの人的資本経営の成果が現れるまでには中長期的な期間を要することなどを踏まえ、どのような情報
を出せばよいかを検討することは有用。

◼ 今後、SSBJ基準に準拠した開示をする企業においては、基準に沿ってサステナビリティに関する重要性
のあるテーマを過不足なく開示することが適当。これはCSR経営を否定するものではなく、SSBJ基準に当
てはまらない事項についてはサステナビリティ情報とは別の開示欄で開示するか、またはSSBJ基準に準
またはSSBJ基準に準拠した開示項目とは明瞭に区別した適切な項目で開示していただくことが望ましい。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

2. サステナビリティ全般

※ 重要性がある（material）情報の定義に関する参考資料
◼ サステナビリティ開示ユニバーサル基準第４項(7)
◼ SSBJハンドブック『識別したリスク及び機会に関する情報の重要性の判断』

https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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金融庁による開示好事例の考え方 4/4

サステナビリティ全般における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 全ての有報提出企業がTCFDやIIRCの枠組みからSSBJ/ISSB基準への移行を意識し、過渡期のギャッ
プを是正していくことが期待される。特に、今後SSBJ基準の適用を見据える企業においては、バリュー
チェーン全体を視野に入れた対応を進めていくことは有用。

◼ 株主総会前に有価証券報告書の開示を行うことは有用であり、株主総会の3週間前に開示が行えれば、

事業報告等との一体開示又は一本化により開示書類作成業務だけでなく会計監査対応の一本化などの
効果が期待できる。株主総会の後倒しも実施することで開示の充実のためのスケジュール確保との両立
も可能になる。

◼ 有報の他の記載箇所を参照して繰り返しを避ける工夫は有用。その際、共通する部分については参照す
る一方で、当該項目における独自部分は適切に記載するなど、それぞれの項目で記載すべき内容が異
なることを考慮して記載を検討することが望ましい。

◼ ガバナンスの実効性を示すため、監督と執行の役割分担を明確に記載するとともに、取締役会での報
告・協議・決議の具体的な内容を記載することが望ましい。責任体制を明確化し、各リスク・機会や施策に
対する実行責任者（役職・部門）を記載することも有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

2. サステナビリティ全般

https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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好事例集のサマリー 1/2

企業名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

株式会社INPEX ガバナンス

◼ 取締役会を監督機関、経営会議等を執行側の意思決定・議論の
場として整理し、監督と執行の役割分担を記載している。

◼ 取締役会におけるサステナビリティ関連のリスク及び機会に関す
る議論内容や、取締役に求められるスキル・コンピテンシー、
KPI・報酬との関係についても説明している。

◼ 「ガバナンスにおいては、執行側の記載だけではなく監
督側についても記載することが重要」「取締役会が経営
陣をどのように監督しているかについて記載することが
有用」との考え方に対応。

◼ 「取締役会がサステナビリティ戦略をモニタリングするス
キルを有しているか」「報酬制度を通じた経営者の評
価」について記載することが有用との観点に対応。

花王株式会社
ガバナンス／戦略／
リスク管理

◼ サステナビリティ推進の目的・ゴールと取締役会の責任・役割を、
企業価値の拡大や攻めのガバナンスとの関係で明確化している。

◼ ESG推進体制について、各委員会・担当組織の構成メンバー、役

割、相互の関係性、開催頻度、主な審議事項を文章で体系的に
説明している。

◼ ESG戦略について、バリューチェーン分析から重点領域の選定、

リスク・機会の特定、戦略策定、中期経営計画との整合性、財務
インパクトまでを一連のプロセスとして開示している。

◼ 「企業理念や経営戦略にサステナビリティ戦略がどのよ
うに関わるかを開示することが有用」との考え方に対応。

◼ 「委員会等の位置付けや責任者、構成員に加え、議論
の頻度や内容」を記載することが有用との観点に対応。

◼ 「サステナビリティ関連のリスクと機会を識別するための
プロセスについて開示することは有用」に対応。

サントリー食品イン
ターナショナル株式
会社（現サントリービ
バレッジ&フード
株式会社）

リスク管理／
指標及び目標

◼ サステナビリティ関連のリスク及び機会を評価するプロセスを開
示し、評価に用いるデータソースも明記している。

◼ 指標及び目標について、達成時期とあわせて表形式で整理して
いる。

◼ 「サステナビリティ関連のリスクと機会をどのように識
別・評価し、優先順位を付けているのかについて開示す
ることが有用」との考え方に対応。

◼ 「指標と目標に加えて、目標に対する実績、実績に対す
る評価及び目標の達成時期について記載することが有
用」との観点に対応。

2. サステナビリティ全般
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

好事例集のサマリー 2/2

企業名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

キリンホールディングス
株式会社

ガバナンス／リスク
管理／戦略／
指標及び目標

◼ 複数業種にまたがる事業ポートフォリオを踏まえ、関連する
複数のSASBスタンダードを参照し、事業特性や財務的重要
性に即した指標を設定している。

◼ 重要テーマごとに「ガバナンス リスク管理→戦略→戦略-レ
ジリエンス 指標及び目標」の統 構成で開示している。

◼ サステナビリティ関連のリスク及び機会を、全社リスクマネジ
メントや開示統制の枠組みに組み込んで説明している。

◼ GRI、ISO26000、SASB等の外部基準を参照して重要テー
マを集約しているプロセスを開示している。

◼ 「SASBスタンダードを参照したと記載することはより有
用」に対応。

◼ 多様な投資家が理解しやすい構成と粒度の開示にする
ことは、投資家の分析や評価に活用されやすくなり、企業
価値向上に直結する情報を明確に示すことにつながるた
め有用。

◼ 「サステナビリティ課題を独立した取組みではなく、経営
戦略・リスク管理プロセスと統合して開示することが有用」
と対応。

◼ 「サステナビリティ関連のリスクと機会を識別するプロセス
を開示することは有用であり、特にSASBスタンダードを
参照したと記載することはより有用」と対応。

2. サステナビリティ全般
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

株式会社INPEX 1/2

取締役会を監督機関、経営会議等を執行側の意思決定・議論の場として整理し、監督と執行の役割分担を明確に示している。
世界動向や事業とのトレードオフなど議論したポイントにも言及し、取締役会による監督の内容と実効性を簡潔明瞭に記述している。

好事例
ポイント

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L（2026年4月21日アクセス）

古河

サステナビリティ全般

ガバナンス

2. サステナビリティ全般

代表取締役社長をサステナビリティ推進の最高責任者とし、本部長や執行
役員の役割を部門や子会社にも触れ明確化している。その上で経営会議
の頻度や機能を明記している。また、経営会議については、意思決定に加
え取締役会の意思決定に資する議論の実施を行う場と明確にして、取締
役会による経営陣の監督と関連付けた位置付け・連携の実効性を意識し
た記述としている。

取締役会は、グループ全体のサステナビリティ関連のリスク及び機会に対応す
るための経営戦略をはじめ、中長期的な企業価値の向上に向けた取組み監督
機関として、責任を負っている旨を明確化している。

また、リスク及び機会に関する議題について、世界動向や事業とのトレードオフ
など多角的な面から議論がなされていることが明記されている。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

株式会社INPEX 2/2

取締役会に求められるスキルとしてサステナビリティを明示するとともに、役員報酬に非財務指標を組み込み、サステナビリティ推進を
後押しする仕組みを説明している。

好事例
ポイント

古河

サステナビリティ全般

ガバナンス

2. サステナビリティ全般

取締役会の役割が明確にされており、2025年には、全15回開催
の取締役会中13回でサステナビリティに関する議論が行われ、役
員のKPIにサステナビリティ目標の達成状況が組み込まれているこ
とを明記している。

取締役のスキル・マトリックスにおいて、サステナビリティが項目の
一つとして位置付けられており、取締役会として必要なスキル及び
コンピテンシーが確保されている。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L（2026年4月21日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU9L
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役員報酬におけるESG評価指標が、経営として掲げるコミットメントと整合的に設定

されているとともに、評価区分が段階的に定義されており、評価の客観性・透明性が
担保されている。

企業価値の拡大、的確かつ迅速な実行及びイノベーションの創出といった「攻めの
ガバナンス」の文脈で位置付け、その目的・ゴールと取締役会の責任・役割を明確化

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

花王株式会社 1/3

サステナビリティ推進の目的・ゴールと取締役会の責任・役割を、企業価値の拡大との関係で明確化し、攻めのガバナンス（的確・迅速
な実行とイノベーション創出）にも言及している。役員報酬の評価指標もコミットメントと整合し、評価区分が段階的に定義されている。

好事例
ポイント

古河

サステナビリティ全般

ガバナンス

2. サステナビリティ全般

サステナビリティ推進を目的としてESGコミッティを設立し、意思決定を行う

監督機関である取締役会の下、中計実現と中長期の企業価値向上を支
える体制を構築している。また、テーマごとに施策を推進するとともに、
ESG推進会議において各部門の進捗状況を確認している。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G（2026年4月21日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

ESG全体の業務執行体制について、各委員会等の構成メンバー・役割・相互の関係性が体系的に文章で示され、かつ推進体制を構成
する各委員会・担当組織の役割、構成メンバー、相互の関係性、会議の開催頻度及び主な審議事項等も表形式で記述するなど、全体
を体系立てて簡潔明瞭に、テキストを用い説明している。

好事例
ポイント

古河

サステナビリティ全般

ガバナンス

2. サステナビリティ全般

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G（2026年4月21日アクセス）

花王株式会社 2/3

各委員会・担当組織の役割、構成メンバー、会議の開催頻度及び主な審議事項等が、
体系的に表形式で記述されており、ガバナンス構造の全体像と各組織の位置付け・内
容が全体として簡潔明瞭にテキストで示されている。

ESG全体の業務執行体制について、各委員会等の議長・構成メンバー・役割を明記し、
かつ組織間の連関や意思決定の流れを体系的に文章で説明している。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G


17

15.3015.30
ガイドの値

9.00

8.85

7.80

6.40

6.95

8.25

0.00

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

ESG戦略について、バリューチェーンの特徴分析から重点領域の選定、リスクと機会の特定、戦略策定に至るまでのプロセスを体系立
てて開示するとともに、中期経営計画との整合性及び推進による財務的効果を示している。また、その戦略を中期経営計画と一体で位
置付け、ESGの取組みが事業成長・収益性・資本効率の向上にどうつながるか図示している。

好事例
ポイント

古河

2. サステナビリティ全般

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G（2026年4月17日アクセス）

花王株式会社 3/3
サステナビリティ全般

戦略

ESG戦略について、ビジネスモデルとバリューチェーンの特徴分析 → 重点
領域4分野の選定 → 各領域における対応すべきリスクと機会の特定 → 戦
略（KLP）の策定という一連のプロセスを体系立てて開示しており、戦略策定
の背景と各段階の関連がストーリーとして説明されている。 ESG戦略であるKLPを、中期経営計画「K27」を支える仕組みとして整理し、

生活者ニーズの把握、人財力強化、投資最適化、共創、バリューチェーン強
化の5つの観点から、事業成長・資本効率向上との関係を明確に示している。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XT6G
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

サントリー食品インターナショナル株式会社（現サントリービバレッジ＆フード株式会社）

2. サステナビリティ全般

サステナビリティ関連のリスク及び機会を評価するプロセスが明示されている。また、指標及び目標については、達成時期とあわせて
表形式で整理されている。

好事例
ポイント

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA（2026年4月21日アクセス）

サステナビリティ全般

リスク管理／
指標と目標

オペレーションにおけるリスク把握と管理に関しては、プラットフォーム
「Sedex」を使用して環境及び人権のリスク評価を行っている。

サステナビリティ関連のリスクと機会を評価・優先順位付けするプロセスが明
示されている。「リスクエクスポージャー（発生可能性×影響度）」及び「対策レ
ベル（対策の準備の度合い）」の二軸で評価し、優先的に取り組むリスクと機会
を特定している。

特に事業への影響が大きい水、気候変動の2つのカテゴリーにおいて目標
が設定されており、目標の達成時期・実績も明記されている。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
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キリンホールディングス株式会社 1/3
2. サステナビリティ全般

自社の事業ポートフォリオが複数業種にまたがることを踏まえ、関連する複数業種のSASBスタンダードを参照した上で、
各事業の特性・財務的重要性に即した指標を設定し開示している。

参考
ポイント

複数業種にまたがる事業ポートフォリオの実態を踏まえ、複数業種
のSASBスタンダードを参照した上で、自社の事業特性・財務的重
要性に即した指標を選定及び開示している。
国際的な開示基準であるSASBを参照範囲とすることで指標の比

較可能性・信頼性を担保しつつ、参照範囲を自社事業の多様性に
合わせて拡張することで、画一的でない自社実態に即した指標設
計を整理している。

7つの重要テーマを設定した上で、各テーマについてガバ

ナンスから指標・目標まで統一されたフレームワークで開
示を完結させている構成となっている（次ページ参照）。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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キリンホールディングス株式会社 2/3
2. サステナビリティ全般

重要テーマごとに「ガバナンス リスク管理 戦略 戦略-レジリエンス 指標及び目標」という統一された順序で体系的に開示し
ており、テーマ横断的な比較可能性が高い。「戦略-レジリエンス」を独立した項目として別出しし、シナリオ分析等を踏まえた戦略の頑
健性（レジリエンス）を説明するための構成上の工夫として参考となる。

参考
ポイント

識別した重要テーマ（アルコールの負の影響、健康長寿社会ほか7テーマ）に
ついて、「ガバナンス リスク管理 戦略 戦略-レジリエンス 指標及

び目標」という統一された順序で開示する構成を採用しており、テーマごとに開
示の粒度・観点がそろうことで、利用者によるテーマ横断で比較しやすい構成
として整理されている。
また、戦略-レジリエンスを独立項目として別出しすることで、戦略のレジリエン
スについての説明責任を明確に果たす構成となっている。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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キリンホールディングス株式会社 3/3
2. サステナビリティ全般

サステナビリティ関連のリスク及び機会を、通常の全社リスクマネジメントや開示統制の枠組みに組み込み、取締役会・各委員会の役
割や報告経路を具体的に説明している。重要なリスク（機会）の選定にあたり、 GRI、ISO26000、SASB等の外部基準を参照して重要
テーマを集約し、社内会議体での検討や財務的影響と発生可能性を考慮して決定するフローや判断基準などを明確に説明している。

参考
ポイント

サステナビリティ課題を独立した取組みとしてではなく、グループ全体の
リスクマネジメント、経営会議体、開示プロセスと接続して説明している。

また、影響度・発生確率による評価、リスクマップでの管理、委員会及
び取締役会での審議・見直しまで、リスク管理プロセスが具体的に説明
されている。識別・評価・対応・モニタリング・監督の流れが示されており
経営レベルで継続的に管理・見直しを行っていることが読み取れる。

GRIやISO26000等に基づく経営課題の抽出に加え、SASBの開示トピッ
クも踏まえて重要テーマを整理している点が特徴的となっている。

さらに、重要テーマに関するリスク及び機会について、所管部門との協議
や情報開示委員会での確認を通じて毎年見直し要否を判断しており、継
続的な見直しプロセスが明確に示されている。その際、財務影響度と発生
可能性の二軸で重要性を評価し、具体的な判定基準を開示している。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

出所： EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

サステナビリティ全般

リスク管理

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 1/2

気候変動における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の4つの構成要素（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標）
間でのストーリー性の構築や、「経営方針等」及び「事業等のリスク」との関連に加え、サステナビリティ情報と財務情報と
のつながりがある開示をすることも重要であり、例えば、インターナルカーボンプライスを使うことによってGHG排出量を財
務と関連付けることが考えられる。

◼ 気候変動等の影響による中長期的な見通しだけではなく、実際の取組みや具体的な対応策、進捗の実績を開示すること
が有用。

◼ サステナビリティ情報の中で特に着目しているのは機会の記載であるため、リスクだけではなく機会について開示するこ
とが有用。具体的には、以下のような内容が挙げられる。

◼ どのような事業機会があるのか

◼ 事業機会をどのように生かすのか

◼ どのように環境変化に対応するのか

◼ 事業機会を生かすため、また、環境変化に対応するためのキャピタルアロケーションについてどのように考えている
のか

◼ シナリオ分析においては、一般的なシナリオだけではなく、自社の置かれている経営環境等を踏まえた独自のシナリオを
反映した分析を行うことが有用。

◼ 財務影響が定量的に開示されないと、リスクと機会の各項目を合計した全体的な影響を把握することができないため、財
務影響を定量的に開示することが重要であり、定性的な開示を行う場合には、全体的な影響や合計についても開示する
ことが有用。

◼ 財務的な影響額に加え、時間軸についても開示することが有用。加えて、時間軸の定義と戦略的意思決定に用いる計画
期間との関係を開示することはより有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年12月5日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241205/04.pdf
（2026年5月13日アクセス）

3. 気候変動

https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 2/2

気候変動における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ サステナビリティ情報における指標は、他社との比較可能性に加え、自社における時系列での比較可能性も重要になる
ため、過去実績を含めた長期時系列での変化を開示することが有用。

◼ 気候変動に関する指標及び目標では、GHG排出量だけではなく、目標の達成のために経営者や取締役会が進捗を測定
している指標についても開示することが有用。

◼ TNFDに基づく開示では「依存」に着目しており、「影響」のインパクトの 開示も使いながら財務影響を開示することが有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年12月5日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241205/04.pdf
（2026年5月13日アクセス）

◼ 戦略では、経営戦略の一般論ではなく、サステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組みの記載が求め
られているので、特定したリスク・機会と取組みの対応関係を明確に示すことが望ましい。具体的には、「リスク・機会 →

財務影響と時間軸の評価 →対応策（施策・責任者・KPI） 財務へのつながり」という構成で図表化することは有用。

◼ 非財務情報と財務情報のつながりを明確に記載することが望ましい。具体的には、資本配分や回収見通し、インターナ
ル・カーボンプライシング（ICP）などの前提を提示するなど施策が収益・コスト・投資回収にどう影響するかを示すことは、
投資判断にとって有用。

◼ 財務影響の「大・中・小」は抽象的な表現にとどめず、金額レンジや閾値を定義して開示することや、時間軸の「短期・中
期・長期」を年数で具体化して開示することが望ましい。目安を示すことで、投資家やアナリストによる試算や企業間比較
が容易になる点で有用。財務的な影響額に加え、時間軸についても開示することが有用。

◼ 対応策の優先順位と着手順を、時間軸と関連付けて明記することが望ましい。これにより、将来どの領域に大きな影響が
生じるか、どの対応策を優先的に実行するべきかが明確になり、実効性の評価や企業価値分析に有用。

◼ サステナビリティ関連のリスクと機会の識別・評価・優先順位付けのプロセスを明確に開示することが求められる。データ
ソース、評価基準、優先順位の理由まで記載することで、透明性と比較可能性が高まるため有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

3. 気候変動

http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205/04.pdf
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

好事例集のサマリー

企業名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

株式会社大塚商会
戦略／
指標及び目標

◼ 気候関連のリスク・機会について、短期・中期・長期の時間軸
ごとに財務インパクトを定量的に開示している。

◼ また、リスク・機会の識別にシナリオ分析を用いており、参照
したシナリオと情報源、分析対象年、分析の実施時期を具体
的に示している。

◼ 「財務影響を定量的に開示することが重要」「財務的な影
響額に加え、時間軸についても開示することが有用」との
考え方に対応。

◼ また、「シナリオ分析において、自社の経営環境等を踏ま
えた分析を行うことが有用」「参照シナリオや分析手法を
明示することが有用」との観点に対応。

株式会社資生堂 指標及び目標

◼ Scope1～3のGHG排出量について、削減目標の基準年及び
報告年の実績値を開示している。

◼ Scope3のカテゴリー別に、測定に使用した活動量、排出係

数、排出係数の参照先、第三者検証の取得有無を表形式で
整理している。

◼ 「サステナビリティ情報における指標は、他社との比較可
能性に加え、自社における時系列での比較可能性も重
要」との考え方に対応。

◼ GHG排出量の測定に用いた活動量や排出係数、外部参

照資料、第三者検証の有無を示している点は、指標の信
頼性・透明性を高める開示として有用。

キリンホールディングス
株式会社

戦略／リスク管理
／
指標及び目標

◼ 移行リスクについて、バリューチェーン上の影響、発生可能性、
金額的重要性、影響が及ぶセグメント、時間軸を一表で整理
している。

◼ また、移行リスク対応の財務的影響をPL・BS・CFに分解し、
当年度・短期・中期・長期の金額を開示している。

◼ GHG排出量については、測定アプローチ、算定基準、測定方

法、算定ガス、活動量、排出係数、地球温暖化係数等を具体
的に開示している。

◼ 識別したリスク及び機会に対応する指標について、情報源、
目標、中間目標、最終目標、実績、指標の定義及び算定方
法を示している。

◼ 「リスク・機会 → 財務影響と時間軸の評価 → 対応策 → 

財務へのつながり」という構成で示すことが有用との考え
方に対応。

◼ 移行リスク対応の財務的影響をPL・BS・CF別、かつ時間

軸別に定量開示している点は、「財務影響を定量的に開
示することが重要」「時間軸についても開示することが有
用」との観点に対応。

◼ GHG排出量の算定方法や前提を説明している点は、指
標の透明性・比較可能性を高める開示として有用。

◼ 指標について目標・実績・中間目標・最終目標年を示して
いる点は、「指標と目標に加えて、目標に対する実績、評
価、達成時期を記載することが有用」との考え方に対応。

3. 気候変動
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3. 気候変動

株式会社大塚商会

リスク・機会の財務インパクトを時間軸（短期／中期／長期）ごとに定量的に開示するとともに、財務インパクト評価にあたり実施した
シナリオ分析の手法（参照したシナリオと情報源、分析に用いた時間軸等）・実施時期を示している。

好事例
ポイント

小山田

各リスク・機会の財務インパクトが発生する時間軸（短期／中期／長期）
ごとに、売上高や支出への影響額を定量的に開示している。

気候関連のリスク・機会の識別にシナリオ分析を用いている。

シナリオ分析の結果に加え分析に用いた手法として、参照したシナリオと
情報源（IEAのNZE2050シナリオ、IPCCのRCP8.5シナリオ）、分析に用
いた時間軸（2030年、2050年）、分析の実施時期（2024年10月～25
年1月）を示している。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU0X（2026年4月20日アクセス）

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

気候変動

戦略

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU0X
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU0X
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XU0X
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3. 気候変動

株式会社資生堂

排出量削減目標の基準年と報告年のScope1～3排出量の実績値のみならず、測定にあたり使用した活動量（内部データ）と排出係数
（外部の参照資料）、第三者検証の取得有無を表形式で示している。

好事例
ポイント

小山田

Scope3排出量はカテゴリー別に測定に使用した複数の活動量（内部デー
タ）と排出係数（外部の参照資料）、第三者検証の取得有無（表の●）を
記載している。

Scope1～3排出量の測定に使用した排出係数の参照先を記載している。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSCU（2026年4月20日アクセス）

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

気候変動

指標と目標

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSCU
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSCU
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSCU


28

15.3015.30
ガイドの値

9.00

8.85

7.80

6.40

6.95

8.25

0.00

3. 気候変動

キリンホールディングス株式会社 1/3

移行リスク要因を記載し、バリューチェーン上の影響・発生可能性・金額的重要性・セグメント・時間軸を一表で整理している。
移行リスク対応の財務的影響をPL/BS/CFに整理し、時間軸別の金額を開示している。

参考
ポイント

小山田

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

移行リスク対応の財務的影響をPL/BS/CFへ分解し、当年
度・短期（1年）・中期（3年）・長期（10年）の金額を開示して

いる。内部炭素価格等の前提も明示し、定量化困難な項目
について、理由を補足している。

上流～下流のバリューチェーン上の影響と、費目（エネルギー・原材料等）
としての財務的影響を同一表で整理、発生可能性・金額的重要性・影響が
及ぶセグメント・時間軸も併記している。

気候変動

戦略

移行リスクの内容を具体的（炭素税・ETS・国境炭素税等）に記載し、リスク
発生要因を明確にしている。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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3. 気候変動

キリンホールディングス株式会社 2/3

GHG排出量算定の前提となる測定アプローチ（経営支配力アプローチ）、算定基準（GHGプロトコル（2004年））、測定方法、
及び具体的な算定ガスと活動量、排出係数・地球温暖化係数の情報を開示している。

参考
ポイント

小山田

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

発生要因及び当該排出に係る活動量（①燃料使用量、
②化石燃料由来の購入CO2の大気放出量、③冷媒使
用機器からのHFC及びPFC漏洩量、④処理前排水に含
まれる汚濁負荷量及び窒素量）を開示している。

算定基準（GHGプロトコル（2004年））、測定方法（見積
りの方法）を明示している。

原則として当年度末時点で入手可能な最新の排出係数、
及びIPCCによる第6次評価報告書における地球温暖化
係数（GWP）を使用することを示し、排出係数がCO2相

当量に変換済みである場合は当該係数を使用している
ことを説明している。

GHG排出測定の集計範囲に関し、経営支配力アプローチを採用してい
ること、当該アプローチを採用した理由について説明している。

気候変動

戦略

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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3. 気候変動

キリンホールディングス株式会社 3/3

識別したリスク及び機会に対応する指標について、情報源、目標（中間目標と最終目標）及び実績について開示している。
また、各指標についての定義、算定方法を記述している。

参考
ポイント

小山田

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

識別したリスク及び機会に対応する指標について、情報
源、目標及び実績の他、中間目標及び最終目標年を示
すことによって時間軸を明確にしている。

リスクに関連して設定された目標に対するパフォーマン
スを測定するためのパフォーマンス指標を設定している
ことを明示している。

独自指標の場合には、指標の定義を開示している。

3. 気候変動

気候変動

指標と目標

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月28日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 1/2

人的資本における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 経営戦略と人材戦略が関連した開示が重要であり、人材戦略がどのように企業価値向上につながるかについて
開示することが有用。例えば、インプット情報だけでなく、人材戦略を通じてどのようなアウトプット、 アウトカムを
目的としているのか等を記載することが挙げられる。

◼ 人的資本に関する非財務情報と財務情報の連動が重要で、人材が他社との差別化において重要な要素となる
業種においては、定量情報を積極的に開示することが有用。

◼ 人的資本に関する財務データを開示することが有用。例えば、研究開発費に含まれている人件費や、事業部門
や事業ポートフォリオごとの人件費についての定量的な開示がされることで、人材投資と将来の業績に関する分
析をすることができる。

◼ 人的資本に関する戦略と指標及び目標の連動が重要であり、戦略のセクションで定めた人材戦略の進捗を図る
ための指標については、指標及び目標のセクションにおいて、目標と実績を定量的に開示することが有用。

◼ 目指すべき理想的な目標を掲げ、現状と目標を達成するにあたってのギャップを把握し、その結果を開示するこ
とは有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年12月27日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241227/03.pdf
（2026年5月13日アクセス）

◼ 有報の開示においては比較可能性が重要なポイントだが、人的資本の観点では、その企業特有の性質や実態
を踏まえて競争力の源泉となる人材をどう採用・育成していくのかということがポイントなので、自社の強みを生
かす独自指標を設定し、それを開示することは特に重要。

◼ 開示の充実については、経営者と開示担当部門をはじめとする関係部門の連携が重要。例えば、人的資本開示
では経営戦略と人材戦略の連動性を明確に示すことがポイントであるが、経営戦略と人事戦略は直接的に連動
するとは限らないので、経営戦略を起点としてその間にある道筋を特定した上で人事戦略を表現していくなどの
アプローチをとるには、関係部門間の連携が重要になる。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」共通テーマ（2025年
12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

4. 人的資本

https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227/03.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227/03.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 2/2

人的資本における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 経営戦略と人材戦略の連動性を明確に示すことが望ましい。単なる人事施策の羅列ではなく、事業戦略の方向
性と人材施策の因果関係を、価値創造プロセスや図表で可視化することは有用。

◼ 人的資本に関する非財務情報と財務情報の連動が重要で、人材が他社との差別化において重要な要素となる
事業においては、定量情報を積極的に開示することが有用。

◼ 人的資本の指標は、戦略と指標及び目標の連動が重要。エンゲージメントスコアなどの指標は単なる数値の推
移ではなく、上がり続けることだけが良いわけではないため、数値を構成する要素の変化に着目し改善施策との
関連性を示すことが望ましい。どの課題に対してどのような対応を行い、どのような成果につながったかを説明す
ることで、スコアの意味が理解しやすくなるため有用。

◼ 人的資本の取組みが財務アウトカムにどうつながるかを開示することは重要。CHROとCFOがそれぞれ管掌する
KPIを連動させ、要因→活動→成果（財務）のつながりを明示することなどは、投資家が企業の人材戦略の評価
を行うにあたり有用。

◼ 事業戦略ごとの必要人材数やスキル構成を定量的に開示することが望ましい。どの事業にどれだけの人材が
必要で、育成・採用計画がどのように収益予測に結びつくのかなど、企業の目的意識が理解できるデータを開示
することで、データの意味が伝わり企業価値評価に資する情報となるため有用。

◼ 時系列での変化と継続的取組みを開示することが望ましい。単年度の新施策だけでなく、長期的な改善の軌跡
を示すことで、企業文化の変革度合いを評価できるため有用。

◼ 開示する施策に関連したベンチマークとなる数値を開示することは、企業がその戦略で目指すべき方向を理解
するために有用。また、ベンチマーク指標の出所や算出方法を記載し、目標値の妥当性と改善余地を説明するこ
とは望ましい。他社比較や業界標準との関係を明示することも、開示の信頼性が高まるため有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）

www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

4. 人的資本

http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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好事例集のサマリー

会社名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

中外製薬株式会社 戦略

◼経営戦略「TOP I 2030」を起点に、成長目標を支え
る人材像を「輝く社員」と定義し、そのような社員を
増やすための人財マネジメント施策を具体的に説明
している。

◼ 「3つの個」の枠組みに基づき、施策に対応する指
標及び目標を設定し、経営戦略、人材像、人事施策、
KPIまでを一貫したストーリーとして開示している。

◼ 「経営戦略と人材戦略が関連した開示が重要」
「人材戦略がどのように企業価値向上につなが
るかについて開示することが有用」との考え方に
対応。

◼ 「経営戦略と人材戦略の連動性を明確に示すこ
とが望ましい」「単なる人事施策の羅列ではなく、
事業戦略の方向性と人材施策の因果関係を可
視化することが有用」との観点に対応。

株式会社ブリヂストン
戦略／
指標及び目標

◼持続的成長に向けて依存する人財を明確に示し、
人的創造性KPIを経営指標として組み込むことで、
事業戦略と連動した人的資本戦略を説明している。

◼人的創造性の目標と実績を定量的に開示している。
◼次世代グローバル経営リーダー育成の取組みにつ
いて、施策内容に加え、登用された経営者の内訳を
定量的に示している。

◼ 「人的資本に関する戦略と指標及び目標の連動
が重要」「戦略の進捗を図るための指標につい
て、目標と実績を定量的に開示することが有用」
との考え方に対応。

◼ 「自社の強みを生かす独自指標を設定し、それ
を開示することは特に重要」との観点に対応。

サッポロホールディン
グス株式会社

ガバナンス／
戦略／
指標及び目標

◼中期経営計画の実現に向けた人材戦略の3本柱を
明確にし、それぞれに対応する優先課題、方策、
KPIを整理している。

◼指標について2026年12月末目標と2023年から
2025年までの実績推移を開示している。

◼ 「人的資本に関する戦略と指標及び目標の連動
が重要」との考え方に対応。

◼ 「時系列での変化と継続的取組みを開示するこ
とが望ましい」「長期的な改善の軌跡を示すこと
で、企業文化の変革度合いを評価できるため有
用」との観点に対応。

4. 人的資本
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中外製薬株式会社
4. 人的資本

経営戦略（TOP I 2030）を起点に、強化すべき人材戦略を位置付けている記載となっている。「TOP I 2030」における成長目標である
「R&Dアウトプット倍増」「自社グローバル品 毎年上市」を支える人材像を、イノベーションの源泉となる「輝く社員」と定義している。その
ような社員を増やすために強化すべき人財マネジメント施策を具体的に説明している。

好事例
ポイント

人的資本

戦略

経営戦略上の重点である「R&Dアウトプット倍増」「自社グローバル品 毎年
上市」の実現に向け、必要な人材像を「輝く社員」と定義している。

このような人材を増やすための人材戦略として、3つの「個」（描く・磨く・輝く）

を掲げ、キャリア自律・専門性強化・挑戦を促す組織風土づくりに落とし込ん
でいる点が特徴的である。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTBJ （2026年4月23日アクセス）

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTBJ
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTBJ
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTBJ
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株式会社ブリヂストン 1/2
4. 人的資本

企業グループが持続的成長に向けて、依存する人財を明確に示すとともに、前年より人的創造性KPIを定義し経営指標として組み込
むことにより、事業戦略と連動した戦略を推進している姿を説明している。人的創造性の目標と実績を定量開示している点もポイントと
なっている。

好事例
ポイント

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR（2026年4月23日アクセス）

企業グループの持続的な成長を支えるために必要となる多様な人財に
ついて具体的に整理しており、中でもグローバル経営リーダー人財、デ
ジタル人財、ソリューションエンジニア人財の必要性が明示されている。
これらの記載は、後段の戦略に関する記述の前提として位置付けられ
ている。

人的創造性を前期からグローバル経営指標として位置付け、中期事業
計画の実現に向けて、生産性・創造性の向上に資する人財投資のリ
ターンを把握・評価するための指標を採用したことが記載されている。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

人的資本

戦略／
指標と目標

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
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株式会社ブリヂストン 2/2
4. 人的資本

グローバルでの人財能力開発として、次世代グローバル経営のリーダー育成プログラムである「Bridgestone NEXT100」の取組みを
説明している。その取組み施策の名称や内容だけでなく、参加人数や成果の定量実績等が記載されており、例えば常務役員以上の
経営層の輩出実績も示している。

好事例
ポイント

人的資本

戦略

企業の持続的な成長のために、グローバル経営人財が
必要である旨を説明している（前ページ開示参照）。

そのような次世代グローバル経営のリーダー育成プログ
ラムある「Bridgestone NEXT100」の取組みについて、

参加人数や成果の定量実績等を示す他、常務役員以上
4名の経営層の輩出実績も示している。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR（2026年4月23日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
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サッポロホールディングス株式会社 1/2
4. 人的資本

中期経営計画（2023～2026）の実現のために導き出した、戦略の3本柱を明確にし、それに対応する優先課題と方策とそれぞれの
KPIを明確にしている。さらに、その優先課題に対応して設定した指標について、その目標と実績の過去3年の経過を新たに開示。

好事例
ポイント

人的資本

戦略

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0（2026年4月23日アクセス）

人材戦略を、変化への挑戦、個と組織の強化、100%の力を発揮するための施策に
関する人材戦略の内容を説明し、それに対応したKPIを示している。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

人材戦略の3本柱で示した優先課題の方策に対応する指標及び目標（2026
年12月末目標）を設定し、それらの実績を経年（2023年～25年）で示している
（2025年度より新たに開示）。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0
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サッポロホールディングス株式会社 2/2
4. 人的資本

戦略の柱の1つである、経営人材育成の仕組みの進化を経年で読み取れるように記述している。
好事例
ポイント

人的資本

戦略

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

2024年は経営人財戦略会議の新設を通じて要件定義を
見直し、2025年はスキル・経験の可視化や育成計画、指

名委員会との連携を示すことで、取組みの構造化及び今
後の取組みの方向性まで踏み込んだ内容となっている。
以上より、経営人材育成の仕組みの進化が示されている。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0（2026年4月23日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTM0


5. その他（人権等）
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

金融庁による開示好事例の考え方 1/2

その他のサステナビリティ情報における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 人権に関する取組みは、人権のプラットフォーム等に参加することが目 的ではなく、企業価値の向上にど
のように資するかが重要であるため、人権に関する取組みがどのように企業価値の向上につながるかや、
なぜ重要と考えているかを記載することが有用。

◼ 人権デューデリジェンス等の取組みの結果、人権侵害等が生じていなかったことを開示することが重要な
のではなく、識別された課題等をどのように管理、解決していくかや、未然防止のために行っている取組
みについて開示することが有用。

◼ サプライチェーン上の人権に関する取組みとして、現地訪問によりセルフチェックを行っている場合には、
訪問頻度や訪問先の選定基準、選定理由を開示することが有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年12月27日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241227/04.pdf（2026年5月
13日アクセス）

◼ サステナビリティ情報には、環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、
ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティ等に関する事項が含まれ得る。

金融庁「記述情報の開示に関する
原則（別添）―サステナビリティ情
報の開示について―」
www.fsa.go.jp/news/r4/sonota
/20230131/07.pdf
（2026年5月13日アクセス）

◼ 知的財産は、企業価値の算定において重要な要素であり、知的財産について具体的に記載することは有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2024」（2024年11月18日）
www.fsa.go.jp/news/r6/singi/
20241108/06.pdf（2026年5月
13日アクセス）

5. その他（人権等）

http://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241227/04.pdf
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https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/07.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/07.pdf
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金融庁による開示好事例の考え方 2/2

その他のサステナビリティ情報における金融庁開示好事例の考え方 出所

◼ 人的資本と人権は項目を分けて記載し、それぞれの性質に応じた開示を行うことが望ましい。人権は尊
重・保護・救済のPDCAを具体的に記載し、苦情処理や救済メカニズムまで含めて開示することが有用。

◼ 人権デューデリジェンスの結果は「ゼロリスク」であったことではなく、課題と対応プロセスを開示することが
望ましい。どのような改善策や救済措置を講じたかを明示することで、企業の信頼性が高まるため有用。

◼ 知的財産や自然資本の開示では、経営戦略との関連性を明確にすることが望ましい。例えば、知的財産
権について、単なる保有状況ではなく、企業価値向上にどう寄与するかを説明することは有用。

◼ SSBJ基準の公表などを受け、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の枠組みが一般的に受け入れ

られつつあると認識されているところ、生物多様性や自然資本、知的財産などの開示にもこの枠組みを
適用することで、理解可能性が高まるため有用。

金融庁「記述情報の開示の好事
例集2025」（2025年12月25日）
www.fsa.go.jp/news/r7/singi/
20251225/01.pdf（2026年4月
8日アクセス）

5. その他（人権等）

http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20251225/01.pdf
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好事例集のサマリー 1/2

企業名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

協和キリン株式会社
戦略／
リスク管理／
指標及び目標

◼ 品質保証・安定供給に関する供給途絶リスクについて、ビジネス
モデル・バリューチェーンへの波及経路を示した上で、短期・中
期・長期の時間軸に区分して財務的影響額を定量的に開示して
いる。

◼ リスク顕在時の事業継続性を支えるレジリエンス体制を説明して
いる。

◼ SASBスタンダードを参照しつつ、自社の事業特性に即して独自

指標を設計した背景、定義、算定方法を具体的に示している。

◼ 「重要なサステナビリティ項目については、TCFDの4つ
のコアコンテンツに基づき開示をすることで、リスク要因
だけではなく、機会に関する取組みを行っていることを
示す手段になるため有用」との考え方に対応。

◼ 「指標には比較可能な指標と独自指標があるが、なぜ
その指標を選定したか開示することが有用であり、独自
指標の場合には、指標の定義を開示することが有用」と
の全般的な考え方に対応。

◼ SASBスタンダードを参照したと記載することはより有用。

ユニ・チャーム株式会社
戦略／
指標及び目標

◼ 生物多様性保全について、財務リスクとの因果関係を整理し、地
域戦略やサプライチェーン多様化によるレジリエンス向上と機会
創出を開示している。また、トレーサビリティ比率・認証比率につ
いて、複数年度の実績及び目標を表形式で定量的に示している。

◼ 「生物多様性や自然資本などの開示にも、ガバナンス・
戦略・リスク管理・指標と目標の枠組みを適用すること
で、理解可能性が高まるため有用」との考え方に対応。

◼ 「経営戦略との関連性を明確にすることが望ましい」と
の観点に対応。

サントリー食品インター
ナショナル株式会社（現
サントリービバレッジ&
フード株式会社）

戦略／
リスク管理／
指標及び目標

◼ 水を「最も重要な原料」かつ「共有資源」と位置付け、事業の水資
源依存を踏まえた経営上の重要性を明示している。

◼ グループ工場や各拠点が属する流域単位でリスクを識別・評価
し、優先付けを行っている。

◼ 国際標準に基づく指標や外部認証を活用し、認証レベル・取得
年を具体的に開示している。

◼ 「自然資本の開示では、経営戦略との関連性を明確に
することが望ましい」との考え方に対応。

◼ 「生物多様性や自然資本などの開示にも、ガバナンス・
戦略・リスク管理・指標と目標の枠組みを適用すること
で、理解可能性が高まるため有用」との観点に対応。

5. その他（人権等）
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参考事例のサマリー

企業名 要素 開示内容 「金融庁による開示好事例の考え方 」との対応

株式会社ブリヂストン
ガバナンス／
リスク管理／
指標及び目標

◼ グローバル人権方針及びグローバルサステナブル調達ポリ
シーを策定し、取引先・サプライチェーン全体への浸透活動
を具体的に記載している。特に、天然ゴムのサプライチェー
ンにおいて、WWFジャパンとの協働によるSAQ開発、ESG
現地監査、FPIC原則への対応。

◼ グリーバンスメカニズムの構築・運用状況の公開等を説明
している。

◼ 自然への依存・影響、リスク・機会の識別・評価プロセスを
示し、全社的リスク管理に統合している。

◼ 人権については、「人権デューデリジェンス等の取組みの
結果、人権侵害等が生じていなかったことを開示すること
が重要なのではなく、識別された課題等をどのように管理、
解決していくかや、未然防止のために行っている取組みに
ついて開示することが有用」との考え方に対応。

◼ 「サプライチェーン上の人権に関する取組みとして、現地訪
問によりセルフチェックを行っている場合には、訪問頻度や
訪問先の選定基準、選定理由を開示することが有用」との
観点にも対応。

◼ 自然資本については、「依存・影響、リスク・機会の識別・評
価プロセス」を明示し、全社リスク管理に統合している。

キリンホールディングス
株式会社

戦略／
リスク管理／
指標及び目標

◼ 人権リスクについて、バリューチェーン及び財務に影響する
因果関係や、想定される人権リスクの具体的な対象を示し
ている。

◼ 外部専門家との対話、リスクアセスメント手法、救済メカニ
ズム、識別された課題の未然防止に向けた取組みを記載し
ている。

◼ 人権リスクの財務影響をPL・BS・CFに分解し、時間軸別に

整理するとともに、人権デューデリジェンスに関する指標の
定義・算定方法を開示している。

◼ 「人権に関する取組みがどのように企業価値の向上につな
がるかや、なぜ重要と考えているかを記載することが有用」
との考え方に対応。

◼ 「人的資本と人権は項目を分けて記載し、それぞれの性質
に応じた開示を行うことが望ましい」「人権は尊重・保護・救
済のPDCAを具体的に記載し、苦情処理や救済メカニズム
まで含めて開示することが有用」との観点にも対応。

◼ 人権リスクの財務影響や指標の定義・算定方法を示してい
る点は、投資家が企業価値への影響を把握する上で有用。

5. その他（人権等）
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協和キリン株式会社 1/2

5. その他（人権等）

供給途絶リスクの対応戦略について、ビジネスモデル・バリューチェーンへの波及経路を示した上で、短期から長期にわたる時間軸で
財務的影響額を定量開示している。

好事例
ポイント

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

品質保証・安定供給に関するリスク対応について、財務的影響額を短期・中期・
長期の時間軸に区分して定量的に開示している。

品質保証・安定供給

戦略／
リスク管理

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY（2026年4月23日アクセス）

供給途絶リスクの対応戦略に係る財務的影響は、欠品の長期化や代替薬への
切り替えにより中長期的に顕在化する性質を持つため、短期だけでなく中期・長
期の時間軸まで含めて影響額を開示している。
また、財務的影響の見積りの前提が説明されている。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
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協和キリン株式会社 2/2
5. その他（人権等）

リスク顕在時の事業継続性を支えるレジリエンス体制と、SASBを参照した上で自社の事業特性に即して設計した独自指標の背景・
定義・算定方法を具体的に示している。

好事例
ポイント

SASBスタンダードを参照しつつ、その適用可能性を自社の事業特性・財務的
重要性の観点から検討した上で独自指標を設計したプロセスを明示しており、
さらに当該指標の背景・定義・算定方法まで開示している。

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

品質保証・安定供給

指標と目標

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY（2026年4月23日アクセス）

供給途絶リスクに対するレジリエンス（冗長性・代替手段）を開示している。ま
た、リスクを識別し、登録・是正・モニタリングする仕組みを開示しており、リス
ク顕在時にも事業継続できるかを説明している。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPTY
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ユニ・チャーム株式会社

生物多様性保全について財務リスクとの因果関係を整理し、地域戦略やサプライチェーン多様化によるレジリエンス向上と機会創出に
ついて開示している。トレーサビリティ比率・認証比率を複数年度の実績・目標として定量的に表形式で分かりやすく提示している。

好事例
ポイント

5. その他（人権等）

原材料のトレーサビリティや認証調達率を定量的・複数年で開示し
ている。単年度ではなく、複数年度の実績と目標を開示している。

生物多様性リスクを、気候変動、森林火災、原材料調達困難という
具体的な連鎖として示しリスクの識別をしている。また、生物多様性
問題を供給リスクだけでなく、消費者・流通からの評価低下リスクと
して財務リスクとの因果関係を整理している。

東南アジアでの計画植林など、地域分散による調達レジリエンス強
化を明示し、TNFDでも示されている「地域性・依存関係」を踏まえた
開示をしている。

リスクへの対応が地域経済の活性化などの「財務的機会」にもつな
がる構造を示しており、リスクと機会の両面での開示をしている。

生物多様性保全

リスク管理／
指標と目標

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSEU（2026年4月23日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSEU
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSEU
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSEU
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サントリー食品インターナショナル株式会社（現サントリービバレッジ＆フード株式会社）

水を「最も重要な原料」「共有資源」と位置付け、事業の水資源依存を踏まえた経営上の重要性を明示した上で、拠点・流域単位の具体
的な識別・評価プロセスと優先付けを明示している。また、中長期目標に整合している点が好事例。

好事例
ポイント

5. その他（人権等）

水の取組みが中長期目標（2030）とひもづいており、戦略的取組みで
あることを明示している。

バリューチェーンや拠点レベルでの評価・対応が示されており、対象が
「グループ工場」「各拠点の属する流域」と明確でバリューチェーン・立
地単位で自然資本（水）との関係を整理して開示している。

清涼飲料事業にとって「最も重要な原料」かつ「共有資源」である水に焦
点を絞り、グループ工場や各拠点が属する流域という自社固有の事業
実態に即した単位でリスクを識別・評価している点で、自社の経営環境
を反映した独自性のあるリスク評価を実施している。

国際標準（AWS）に基づく指標・外部認証を活用し、認証レベル・取得
年を具体的に開示し、指標の信頼性と比較可能性がある。

自然資本（水資源）

戦略／
リスク管理

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA （2026年4月23日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XSOA
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

株式会社ブリヂストン 1/3

先住民族・地域社会・影響を受けるステークホルダー・その他ステークホルダーに向けた人権方針とエンゲージメント活動において、
サプライチェーン全体への浸透活動について具体的内容まで示し、取組みの状況が分かる記述がなされている。

好事例
ポイント

5. その他（人権等）

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR（2026年4月23日アクセス）

自然資本

ガバナンス／
戦略

◼ 「グローバル人権方針」及び当社グループの「グローバルサステナブル
調達ポリシー」を策定し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」など
国際基準が掲げる人権の尊重に対して強いコミットメントを表明。取引
先に必ず実施いただきたい事項として、国連「先住民族の権利に関す
る宣言」に従った合法的な手段での土地取得・利用、土地取得時や森
林開発評価・実行方針策定時のFPIC原則の遵守を定め、当社グルー
プ内・取引先・サプライチェーン全体への浸透活動を推進

◼ サプライチェーンが「グローバルサステナブル調達ポリシー」に準拠し
ているかどうかを確認するデューディリジェンスプロセスを検討・開発す
るために公益財団法人世界自然保護基金（WWF）ジャパンと協働。
WWFと連携して開発したSAQ（Self-Assessment Questionnaire）を
使って、天然ゴムの小規模農家を含む取引先のESG現地監査を行い、
FPIC原則の遵守含め、リスク評価を実施。

◼ 今後も、2025年にGPSNRで正式に決議されたFPIC義務遵守を含む
GPSNR保証システムへ準拠していく。

◼ 天然ゴムのサプライチェーンを対象としたグリーバンスメカニズムを構
築し、標準作業手順書と苦情（グリーバンス）への対応状況を公開。先
住民族・地域社会に関連するリスクも本メカニズムを活用し確認

◼ 人権の尊重を含むサステナビリティへの取り組みの実行計画や進捗状
況は経営執行会議体であるGlobal EXCOで承認・管理され、取締役会
がレビューを実施

サプライチェーン全体への浸透活動に
関する具体的な記載がされている。

具体的には、グローバル人権方針・サ
ステナブル調達ポリシーの策定にとどま
らず、WWFジャパンとの協働による
SAQ開発・ ESG現地監査の実施、
GPSNR保証システムへの準拠方針ま

で踏み込んで記載しており、サプライ
チェーン全体への浸透活動の具体性が
高い。

加えて、天然ゴムのサプライチェーンに
特有の小規模農家まで対象を広げた
ESG現地監査や、専用のグリーバンス

メカニズムの構築・運用状況の公開など、
業種・原料特性を踏まえた実効性のあ
る浸透活動を具体的に記載している。

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
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5. その他（人権等）

株式会社ブリヂストン 2/3

気候変動と自然資本は相互関係性があり、自社として統合的に評価・管理する戦略であることを前提に、開示においてもこれらを統合
し、依存・影響・リスク・機会の評価、ビジネスモデル・バリューチェーン・財務計画に及ぼす影響、指標を開示している。

好事例
ポイント

小山田

影響についてリスクの観点にとどまらず、安定供給に係る機会の観点について、ニー
ズ・技術・サプライチェーンなど多面的な側面からの取組みと関連させ記述している。

前期までは、複数の気候関連シナリオ・自然関連シナリオに基づくリスク・評価から、
評価結果の事業計画への織り込み、レビューの頻度までの組織とのつながりまで明
示されている。さらに戦略のレジリエンスに関連して、事業に大きく影響を与え得る重
大な不確実性の領域（政策動向、技術革新、気候変動の物理的影響など）が具体的
に示されている。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR（2026年4月20日アクセス）

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

自然資本

戦略

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

株式会社ブリヂストン 3/3

自然への依存・影響、リスク・機会の識別・評価プロセスを明示した上で、自然課題を全社的なリスク管理に統合し、グローバル経営
リスク上のリスクポイントやそれに関わる取組みを具体的に開示している。

好事例
ポイント

5. その他（人権等）

持続可能な調達に関するサプライチェーン管理の一連を具体的に記載している。

依存・影響／リスク・機会の識別・評価プロセスを記載している。また、自然を全
社リスク管理（グローバル経営リスク）に統合し、会社の戦略策定や意思決定
に組み込むよう経営層に関与する旨を明示している。重点管理による優先順位
付けとモニタリング（定期的な報告によるモニタリング）について開示している。

リスク・機会を投資判断に組み込む具体的な手段（社内カーボンプライシング）
について示している。

自然資本

リスク管理

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR（2026年4月23日アクセス）

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XRPR
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

キリンホールディングス株式会社 1/2

人権リスクがバリューチェーン及び財務に影響する因果関係や想定される人権リスクの具体的な対象を示し、リスクアセスメント手法と
救済メカニズムについて記載している。

参考
ポイント

5. その他（人権等）

想定される人権リスクの対象を具体的に示し、原材料の安定調
達を阻害、売上の減少、コストの増加など、人権リスクの影響が
あるバリューチェーン、財務的影響、発生可能性、影響の及ぶセ
グメントについて記述している。

救済メカニズムの存在と
運用を明示している。

識別された課題の未然防
止のために行っている取
組みについて開示してい
る。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月23日アクセス）

外部専門家（BSR）の助言も取り入れていることを明示してい
る。

SSBJ一般基準に沿った識

別・評価・優先順位付け・モ
ニタリングの一連のリスク管
理ステップを網羅している。
また、使用ツール、評価軸、
優先順位付け方法など人権
リスクアセスメント手法を具
体的に記載している。

人権

戦略

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

キリンホールディングス株式会社 2/2

人権リスクについて、財務的影響を時間軸別に整理し、影響の具体性を高めている。
加えて、人権デューデリジェンスに関する指標について定義・算定方法まで明示し、指標の透明性・比較可能性を確保している。

参考
ポイント

5. その他（人権等）

人権デューディリジェンス
に関する複数の定量指標
を開示している。

出所：EDINET閲覧（提出）サイトdisclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS（2026年4月23日アクセス）

◼ リスク及び機会への対応戦略に関する財務的影響について、
短・中・長期で整理している点が特徴。

◼ 単なるリスク列挙にとどまらず、財務諸表への波及経路を明示
しているため、影響の把握がしやすく比較可能性が高い。

◼ 財務的影響の時間軸を示すことで、優先対応領域や将来リスク
の大きさの判断材料となる。

◼ 各指標について背景・定義・
算定方法を明確に開示してお
り、解釈のブレが生じにくい。

◼ 指標の定義開示により、企業
内部での管理水準と外部開
示の整合性が確保されている。

人権

戦略／
指標と目標

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XTVS


6. 望ましい開示に向けた取組み
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

望ましい開示に向けた取組み－全般 1/2

4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

ガバナンス／リスク管理

◼ 企業グループとしてのサステナビリティ方針が定まっておらず、サステナビリ
ティ推進体制が確立されていない、または不明確となっている。

◼ 企業価値の向上の観点から、サステナビリティ課題を捉えておらず、現状取り組
んでいる社会貢献活動等と混同して開示している事例が見受けられる。

◼ 重要課題（マテリアリティ）の特定プロセスが不明確であり、なぜサステナビリ
ティ課題として抽出されたのか不明確な記述になっている。

◼ サステナビリティ課題に対して設定された戦略や目標に対して、適切に評価
を行い、また、リスクの見直しを行う責任部門が不明確となっており、リスク管
理体制が確立されていない可能性がある。

◼ 取締役会等によるサステナビリティに関するリスクと機会の検討、戦略、戦略
に対する実行状況や結果の監視などガバナンス体制が構築されていない可
能性がある。

◼ サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視・管理するためのガバナンスの
過程、統制及び手続きについて、取締役会等による監督を含めた記載が不
十分な場合がある。

◼ リスク管理について、個別リスクや対応策の列挙にとどまり、サステナビリティ
関連のリスク及び機会を識別、評価、優先順位付け、管理・モニタリングする
プロセスが十分に説明されていない。

◼ 会社の目指すべき方向とサステナビリティ課題対応との関係を明確化し、それら
が連動した方針を策定するとともに、企業グループ横断的に浸透を図る。

◼ サステナビリティに対する課題を経営課題と位置付け、リスクと機会の特定、
戦略の議論や監督体制について、経営陣が中心に関与しながら推進する体
制を整備（関係部署間の連携を含む）。

◼ マテリアリティの特定プロセスを明確化し、必要に応じてその特定ステップの
開示を検討。

◼ サステナビリティ課題に対するリスク管理体制を明確化し、影響や対応結果
の評価をグループ間で横断的に実施。

◼ 取締役会等によるサステナビリティに関するリスクと機会の検討、戦略、戦略
に対する実行状況や結果の監視などサステナビリティガバナンスを構築する
ことの検討。

◼ 執行体制の説明にとどまらず、取締役会・委員会・経営会議等が、サステナ
ビリティ関連のリスク及び機会をどのように監督し、どの頻度で報告を受け、
戦略・目標・進捗を確認しているかを明確化する。

◼ 全社リスク管理プロセスとの関係を整理した上で、サステナビリティ関連のリ、
リスク及び機会を識別・評価・管理するプロセスを構築・運用する。あわせて、
対象範囲、所管部門、報告経路、見直し頻度及び運用を開示する。

6. 望ましい開示に向けた取組み



56

15.3015.30
ガイドの値

9.00

8.85

7.80

6.40

6.95

8.25

0.00

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

望ましい開示に向けた取組み－全般 2/2

4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

戦略／指標及び目標

◼ サステナビリティ全般に記載された戦略の開示内容が、後述の気候変動や
人的資本の戦略に関する記述内容と整合していない、あるいは、連動してい
ない記述が少なからず見受けられる。

◼ 指標及び目標において開示するKPIの設定において、目標とする指標として
設定された理由や背景が不明確な場合が少なくない。

◼ 指標及び目標において、他社でも共通して選定される指標は比較可能性で
は優れているが、企業や業界固有の経営戦略を達成するための独自の指標
をKPIとして設定し開示している事例は多くなく、開示している場合であっても、
算定式や前提となるロジックの説明が不十分であるケースが見受けられる。

◼ 単年度の戦略に対する取組み内容やKPIの実績値のみの開示では、目標に
対する進捗状況を説明するためには不十分であるが、時系列での開示がな
されていない場合が多い。

◼ マテリアリティや取組み項目を列挙しているものの、投資者の投資判断にとっ
ての重要性や、企業価値・業績・キャッシュ・フローへの影響との関係が分か
りにくい。

◼ 戦略、指標及び目標が、識別したリスク及び機会と十分に対応しておらず、な
ぜ当該KPIを設定しているのか、投資者が理解しにくい。

◼ 有報では詳細を統合報告書やウェブサイトに委ねているが、有報に記載すべ
き重要な情報が十分に記載されていない場合がある。

◼ 地球環境や社会課題解決につながる企業の事業成長の機会について、気候
変動対応や人材戦略と関連付けながら、企業価値創造のストーリーを分かり
やすく説明する開示を検討。

◼ 企業価値との関連において、効果の高いKPIを検討し、時間軸を意識した目
標設定を検討し、特にアウトカムにつながる企業固有の独自のKPI設定につ
いても検討。

◼ 独自のKPIを設定する場合は、その算定式の背景やロジックを明確にするととも
に、企業グループに共通指標として浸透を図った上で開示につなげる。

◼ サステナビリティ課題の対応の取組みや効果の進捗状況を分かりやすく説明
するために、複数年度にわたる実績の推移を開示することを検討（取組みの
効果を報酬と連動付けて、実行の意思を明確にすることも考えられる）。

◼ サステナビリティ課題ごとに、企業価値への影響、想定される時間軸、関連す
るリスク及び機会を整理し、重要性判断の考え方を明確にする。

◼ リスク・機会、戦略、施策、KPI、目標、実績の対応関係を整理し、KPIの定義、
算定方法、対象範囲、前提条件を補足する。

◼ 有報に記載すべき重要情報と、統合報告書・ウェブサイトで補完する詳細情
報の役割分担を整理し、投資者の判断に重要なガバナンス、戦略、リスク管
理、指標及び目標については、有報内で完結して理解できるよう記載を充実
させる。

6. 望ましい開示に向けた取組み
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2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人

望ましい開示に向けた取組み－気候変動 1/2

4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

ガバナンス／リスク管理

◼ 取締役会等において、気候変動に関する施策の進捗状況や結果が十分
にモニタリングされていない可能性がある。

◼ 気候変動対応の目標に対するパフォーマンスが社内報酬制度とひもづい
ている体制を構築している企業は、まだまだ少ないと考えられる。

◼ 親会社や特定の拠点だけではなく、グループ全体を対象としたガバナン
ス・リスク管理体制の構築が不十分となっている可能性がある。

◼ リスク管理が組織的に実効性をもって実施されていない、あるいはそれに
対する開示が十分ではなく実施されていることが伝わらない可能性がある。

◼ 気候変動対応について、取締役会等における監督内容や、GHG排出量削
減目標、移行計画、施策の進捗状況のモニタリングが十分に示されていな
い。

◼ 気候関連リスクの記載は一定程度進んでいる一方、機会の識別・評価・管
理プロセスが十分でなく、成長戦略との関係が見えにくい。

◼ 取締役会等における、気候変動関連の戦略に関する施策の進捗状況や
結果の十分なモニタリング。

◼ 気候関連対応のパフォーマンスを社内報酬制度とひもづけるなど、実効
性のあるガバナンス体制の構築。

◼ 海外拠点を含めたグループ全体でのガバナンス・リスク管理体制の構築。

◼ ERM（Enterprise Risk Management）を構築するなど、実効性のあるリ

スク管理体制の検討。

◼ 取締役会等が、気候関連のリスク及び機会、削減目標、移行計画、設備
投資、進捗状況をどのように確認・監督しているかを明確化する。

◼ 脱炭素需要、低炭素製品・サービス、省エネルギー、レジリエンス向上等
の機会を識別し、事業戦略・投資計画・収益機会とのつながりを示す。

6. 望ましい開示に向けた取組み
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望ましい開示に向けた取組み－気候変動 2/2

4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

戦略／指標及び目標

◼ 企業価値創造ストーリーと整合した戦略が策定されていない可能性がある。

◼ シナリオ分析が十分ではなく、企業が想定する将来の世界観が十分に描
けていない可能性がある。

◼ 気候関連のリスクの把握は充実しているが、機会の考察が十分ではなく、
リスクと機会がバランスよく識別されていない可能性がある。

◼ シナリオ分析において、財務インパクトの分析が不十分で定性的な情報
のみの開示となっている企業も少なくない。

◼ TCFD導入当初に把握したリスクと機会がその後にアップデートされてい
ない可能性がある。

◼ 指標及び目標が具体的な数値で開示されておらず、定性的な情報や比
率のみの開示となっている企業も少なくない。

◼ GHG排出量の実績の集計範囲やタイミングについては各社ばらつきがあ

り、連結グループベースでの適時の情報開示の観点からは改善の余地
がある。

◼ シナリオ分析について、将来の世界観や財務インパクトの説明が定性的
な記載にとどまり、投資者が企業価値への影響を把握しにくい。

◼ 気候関連のリスク及び機会と、対応する戦略、指標及び目標の関係が不
明瞭であり、取組みの優先順位や進捗状況が分かりにくい。

◼ GHG排出量の集計範囲、算定方法、対象会社、集計時点にばらつきがあ
り、連結グループベースでの比較可能性・信頼性に課題がある。

◼ 企業価値創造ストーリーと整合した戦略策定や、将来の世界観を明瞭に
描くための活発かつ継続的な討議。

◼ リスクだけではなく機会にも着目したシナリオ分析の実施。

◼ 定性的な情報だけではなく、定量的な財務インパクトの分析を実施。

◼ GHG排出量の実績集計にあたり、連結グループでの適時の情報開示を

実現するためのシステム対応を含めた内部統制の強化、早期集計などの
プロセス改善を検討。

◼ 炭素価格、エネルギー価格、規制対応コスト、設備投資、売上機会等につ
いて、可能な範囲で定量情報又は算定前提を示す。

◼ リスク・機会ごとに、対応施策、KPI、目標年度、実績、今後の対応を整理
し、短期・中期・長期の時間軸を明確化する。

◼ Scope別の対象範囲、算定基準、排出係数、集計プロセスを明示し、
グループベースでのデータ収集体制及び内部統制を整備する。

6. 望ましい開示に向けた取組み
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4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

ガバナンス

◼ 取締役会等において、人材戦略に関する施策の進捗状況や結果が十分
にモニタリングされていない可能性がある。

◼ 人的資本に関する開示が、担当部署任せになっており、内容が経営陣で
十分に検討されていない可能性がある。

◼ 現在の人材ポートフォリオと、事業戦略上必要となる将来の人材像・人材
構成とのギャップが十分に説明されていない。

◼ 人的資本施策が、人事部門に丸投げになっており、経営戦略の一環とし
て議論がされていない可能性がある。

◼ 企業グループベースでの企業価値向上の観点から、人材戦略の検討が
されていない可能性がある。

◼ 人的資本に関する方針や施策が人事部門主導の取組みにとどまり、経営
戦略・事業戦略との関係や、取締役会等による監督状況が十分に示され
ていない。

◼ 企業グループベースでの企業価値向上の観点から、人材戦略の検討。

◼ 人的資本開示方針・人的資本施策について、人事部門だけでなく、部門
横断的、経営レベルでの十分な議論の実施。

◼ 取締役会等における、人材戦略に関する施策の進捗状況や結果の十分
なモニタリングの実施。

◼ 経営戦略の実現に必要な人材要件、現状とのギャップ、育成・採用・配
置・リスキリング等の対応方針を整理する。

◼ 人材ポートフォリオ、育成方針、多様性、社内環境整備について、経営会
議・取締役会での議論、進捗確認、課題認識を開示する。

戦略

◼ 経営理念やパーパスとの関連で、あるべき姿（人事戦略）が検討されてい
ない。または両者が整合していない。

◼ 取組み施策に対応するSDGsのゴールの番号をラベリングしているケース
があるが、それを達成してどのように企業価値につながるか、不明瞭である。

◼ 人材育成、多様性確保、エンゲージメント向上、健康経営等のキーワード
は示されているが、具体的施策や企業価値向上との関係が不明瞭である。

◼ 人的資本に関する方針と、指標・目標・実績の対応関係が分かりにくく、
開示されたKPIが何を測定しているのか不明瞭な場合がある。

◼ 人的資本施策の効果は中長期に発現するにもかかわらず、施策の時間
軸や進捗管理の考え方が十分に示されていない。

◼ 経営理念やパーパスとの関連での、あるべき人的資本施策の実施、また
は両者の整合性の確保。

◼ 開示された現在の取組み（対応するSDGsのゴール番号のラベリングを含
む）と企業価値向上との関連性。

◼ 人的資本施策を、経営戦略上の課題、必要な人材・組織能力、具体的施
策、期待する成果と関連付けて説明する。

◼ 「方針－施策－KPI－目標－実績－今後の対応」のつながりを整理し、各
KPIの位置付けを明確化する。

◼ 短期・中期・長期の時間軸を設定し、施策の実行状況、成果指標、課題、
次年度以降の対応を継続的に開示する。

6. 望ましい開示に向けた取組み



60

15.3015.30
ガイドの値

9.00

8.85

7.80

6.40

6.95

8.25

0.00

2025年12月期 有価証券報告書 サステナビリティ開示分析 – EY新日本有限責任監査法人
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4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

リスク管理

◼ 人的資本に係るリスク管理について、そもそも記載されているケースが少
ない。

◼ 人的資本に関するリスク及び機会を識別し、評価してモニタリングするサ
イクル（プロセス）が存在しない可能性がある。

◼ 人的資本に関するリスク及び機会を識別、評価、管理・モニタリングする
プロセスの記載が少なく、全社リスク管理との関係も不明瞭である。

◼ 人的資本に関するリスク及び機会を識別し、評価・モニタリングするサイク
ルやプロセスの確立。

◼ 人材確保、離職、スキル不足、労働安全衛生、エンゲージメント低下等の
リスク及び機会を識別し、評価・管理・報告プロセスを明確化する。

指標及び目標

◼ 「指標及び目標」に示された数値と「戦略」に記述された施策との対応関
係が不明確なものがある。

◼ 目標と実績値が近似しているものを記載しているケースがあり、企業価値
向上のために重要とは考えられない指標を記載している例が散見される。

◼ サステナビリティ情報開示の内部統制が十分に構築できておらず、開示
する指標の社内チェックが十分になされていない可能性がある。

◼ データ管理や収集のフォーマットや保管方法、システムが拠点やグルー
プ間で統一されておらず、属人的なデータ収集・集計プロセスとなっている
可能性がある。

◼ エンゲージメントスコア等について、数値やランクの開示にとどまり、構成
要素、算定方法、改善施策との関係が十分に説明されていない。

◼ 人的資本に関する指標、目標及び実績が提出会社単体に限定され、連
結会社ベースの状況が十分に示されていない場合がある。

◼ 「指標及び目標」に示された数値と「戦略」に記述された施策との対応関
係の明確化。

◼ 目標と実績値が近似しているもの（例 定期健康診断受診率）について、
企業価値向上の観点から、重要性の再検討。

◼ グループ内のデータ管理・収集方法の標準化、システム対応を含む内部
統制の整備・運用。開示する指標に関して社内チェックの十分性の確保。

◼ 指標の定義、調査対象、回答率、算定方法、構成要素を補足し、どの課
題に対してどの施策を実施し、どのような変化につながったかを説明する。

◼ 原則として連結会社ベースで開示し、困難な場合は、対象範囲、当該範
囲とした理由、連結ベースへの拡大方針を記載する。

6. 望ましい開示に向けた取組み
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望ましい開示に向けた取組み－人権その他（自然資本等）
6. 望ましい開示に向けた取組み

4つの柱 浮き彫りになった課題 今後の取組み

ガバナンス／リスク管理

◼ 人権やサプライチェーン上の課題について、サステナビリティ関連のリスク及
び機会としての識別・評価・管理プロセスが十分に示されていない。

◼ 人権方針、サプライヤー行動規範、苦情処理メカニズム等を整備していても、
実効性や運用状況が開示上十分に伝わっていない。

◼ 自然資本、生物多様性、水資源、資源循環等について、重要なサステナビリ
ティ関連のリスク及び機会としての整理が十分でない。

◼ 環境関連の取組みが個別施策として記載され、全社的な管理体制や責任部
門、進捗管理の仕組みが不明瞭な場合がある。

◼ 人権・サプライチェーンリスクを全社リスク管理や調達管理プロセスに組み込み、
所管部門、評価基準、報告経路、モニタリング頻度を明確化する。

◼ 方針の有無だけでなく、対象範囲、教育・研修、サプライヤー評価、是正対応、
通報・相談制度の運用状況を開示する。

◼ 事業活動・バリューチェーンにおける自然資本への依存・影響を整理し、重要
性に応じてリスク・機会の識別、評価、管理プロセスに組み込む。

◼ 重要な環境課題について、所管部門、管理指標、報告体制、取締役会等へ
の報告・監督のプロセスを構築・運用する。あわせて、各課題の管理方法、報
告頻度、監督状況を明確化する。

戦略

◼ 人権・サプライチェーンに関する取組みが、リスク低減の説明にとどまり、事
業継続性、調達安定性、ブランド価値、顧客要請への対応との関係が不明瞭
である。

◼ 環境負荷低減の取組みが、社会貢献や法令対応の説明にとどまり、事業戦
略や中長期的な企業価値との関係が見えにくい。

◼ 自然資本への依存・影響、リスク及び機会の特定が十分でなく、事業戦略や
バリューチェーンとの関係が不明瞭である。TNFDのLEAPアプローチに基づ
く評価プロセスや重要地域の説明も限定的である。

◼ 人権リスクへの対応を、安定調達、品質確保、レピュテーション保護、顧客・
取引先要請への対応と関連付け、企業価値向上の文脈で説明する。

◼ 省資源、廃棄物削減、リサイクル、持続可能な原材料調達等を、コスト削減、
規制対応、顧客ニーズ、製品競争力との関係で説明する。

◼ LEAPアプローチの各ステップに沿って重要拠点・重要要素・バリューチェー
ンにおける自然資本の依存影響を評価し、優先的に対応すべきリスク及び機
会を特定する。その結果、リスク管理、指標及び目標に反映し、対応方針や
進捗状況を継続的に開示する。

指標及び目標

◼ サプライヤー評価実施率、研修受講率、是正完了率等のKPIについて、対象
範囲や算定方法が不明確で、取組みの進捗や実効性を判断しにくい。

◼ サプライチェーン上の重大リスクや是正対応について、定性的な説明にとど
まり、進捗状況や改善状況が把握しにくい。

◼ 水使用量、廃棄物量、リサイクル率等の指標について、対象範囲、算定方法、
目標設定の根拠が不明確な場合がある。

◼ 取組みの実績値のみが開示され、目標に対する進捗、未達の場合の要因分
析、今後の対応が十分に示されていない。

◼ KPIごとに、対象サプライヤーの範囲、評価基準、算定式、目標、実績、未達
時の対応方針を明示する。

◼ 重要リスク領域、評価件数、是正要請件数、是正完了状況等を可能な範囲
で開示し、継続的な改善サイクルを示す。

◼ 対象拠点・対象会社、算定方法、基準年度、目標年度、実績推移を整理し、
複数年度で進捗状況を開示する。

◼ 目標と実績の差異、進捗状況、課題、次年度以降の改善策を併せて説明し、
投資者が取組みの実効性を評価できるようにする。
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